
　１．盲導犬による歩行支援の歴史

　１－１　外国における状況

　歴史を遡ると１３世紀頃の中国やヨーロッパの絵画

の中に視覚障害者を連れている犬が描かれているこ

とが報告されている。

　近世になって１８１９年にドイツのウィーンでカトリ

ック神父のヨハン・ウィリアム・クラインが犬（プ

ードルとシェパード）の首輪に細長い棒を付けて訓

練し、実際に案内させることに成功したが、これが

盲導犬の始まりと言われている。

　１９１６年、ドイツで失明した軍人のために盲導犬訓

練所を設立、これが盲導犬の本格的始まりとなる。

１９２３年、第一次世界大戦などで失明した軍人のため、

ドイツに盲導犬を育成するための学校が設立された。

その他の国、すなわち、スイス、イギリス、フラン

ス、オーストリアなどの国々においても盲導犬育成

事業は早くから始められていた。

　１９２９年、アメリカで警察犬の実用化を研究するた

めにヨーロッパに滞在中であった米国人が盲導犬の

活躍に関心を抱き、スイスの盲導犬学校を訪問し、

研究の後に帰米、ニュージャージー州モリスタウン
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　盲導犬による視覚障害者の歩行は法的支援を受けて、行動範囲は広がりつつある。しか

し、盲導犬を育成・供給する社会システムが未だ十分でなく、不本意ながら使用希望にわ

ずかずつしか応えられない状況が続いている。歴史も古く、盲導犬先進国といえるドイツ、

イギリス、アメリカなどに比して、日本の現状は盲導犬不足が著しく、現在８９５頭が活躍

しているのみである。盲導犬訓練の諸過程、使用者が歩行に際して遭遇する諸問題に触れ、

国際盲導犬学校連盟の活動にも触れた。
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にザ・シーイング・アイ盲導犬育成学校を設立した。

　１－２　日本における状況

　我が国では１９５７年、塩屋賢一氏らにより、国産盲

導犬第１号として「チャンピイ」が訓練された。

　１９６７年、厚生省の許可で日本盲導犬協会設立。以

降、１９７１年東京盲導犬協会（現アイメイト協会）設立、

日本ライトハウスが盲導犬訓練所を併設、１９７２年札

幌盲導犬協会（現北海道盲導犬協会）設立。１９７４年、

栃木盲導犬センター、１９７５年中部盲導犬協会設立。

　１９７８年、道路交通法の改正により、盲導犬に関す

る規定がなされ法的に認知された。車両の一時停止

や徐行の義務により道路通行上の保護も受けている。

また、通達で盲導犬のバス・タクシーへの乗車が認

められる（自旅第１０５号の２など）。

　１９８１年、厚生省が旅館・飲食業界への盲導犬受け

入れについての理解を求める通達を出す（環指第１２

号、環自施第３４４号）。１９８３年、関西盲導犬協会、福

岡盲導犬協会設立。１９９１年、運輸省がホテル・旅館

業界へ盲導犬受け入れを求める通達を出す（国振第

９５号）。１９９４年、全国で８ヶ所の盲導犬施設が協力

し合い、「全国盲導犬施設連合会」を組織。

　１９９５年、盲導犬使用者（ユーザー）によって「全日

本盲導犬使用者の会」が発足する。続いて１９９７年、

日本盲導犬協会神奈川訓練センター、２０００年、兵庫

盲導犬協会、２００１年、日本盲導犬協会仙台訓練セン

ターが発足する。

　２．盲導犬育成の現状と問題点

　２－１　盲導犬育成の現状

　盲導犬はその使用を希望する人に対し、基本的に

は無償貸与される。

　現在、盲導犬を伴う視覚障害者は通行上の法的支

援を受け、行動の範囲をかなり広げつつある。しか

し、後述のように、先進諸外国に比し、活躍中の盲

導犬の絶対数は少なく、日本全国でも総数８９５頭と

いった現状である（平成１４年４月、全国盲導犬施設

連合会）。

　国内で１年間に育成・供給される盲導犬は全国で

計約１００頭と少ない。それに加えて、盲導犬の活躍

年数が１０～１２年と短く、常に一定数高齢で引退する

盲導犬が存在する。いっぽう、ユーザーの方は３０～

４０年と使用必要期間が長い。盲導犬喪失ユーザーへ

の補充貸与を優先すると実働数は微増に止まってい

るのが現状である。

　このような状態から盲導犬の使用を望む人が多い

のにもかかわらず、長い期間なかなか供給できない

状況が続いている。

　２－２　盲導犬育成の問題点

　前記の状況を解消するためには一挙に盲導犬育成

数を増加させることであるが、それは次のような諸

事情がからみ、不本意の状態が続いている。

�盲導犬訓練施設および訓練士の数が少なく、かつ

現在使用中の諸施設も狭い。

�このような状態の原因には経済的基盤の脆弱さが

まず挙げられる。現在、公的資金の援助はほぼ

１０％であり、大半は社会の人々の寄付・募金によ

っている。労力的にもボランティアに負うところ

がほとんどである。

�一頭当たりの育成にかなりの費用を要する。現在、

約２５０～３００万円である。

�子犬の繁殖・供給のシステムが確立していない。

�子犬の値段の高いこと。市場価格では１頭２０万円

以上もすることがある。

�子犬の個性の多様性に対応する訓練プログラムな

どの確立が不十分である。

�盲導犬育成事業全般に関わる長期計画ならびに管

理面・運営面、職員・訓練士の育成・処遇面、ボ

ランティアへの対応、新しいボランティアへの働

きかけの面等々に関し、まだ十分な態勢・体制が

確立されていない。

　３．盲導犬の訓練プログラム

　３－１　盲導犬の犬種

　日本ではラブラドール・レトリバーが多く使われ

ているが、他にシェパード、ゴールデン・レトリバ

ー、ラブラドールとゴールデンの一代雑種なども使

われている。世界ではボクサーなど他の犬種も活躍

している。これらの犬種に限らず盲導犬に適した適

性と身体の大きさがあればどんな犬でも使われる。

　３－２　パピーウォーカー（子犬の飼育委託）制度

　子犬は、生後５０日前後になるとパピーウォーカー

の家庭で約１０ヶ月間育てられる。その目的は、子犬

がパピーウォーカーの家族の豊かな愛情に触れ、家

庭内における生活のルールや社会環境を学習し、明

るく健康に、将来盲導犬として落ち着いて行動でき

るように育てられることである。

　パピーウォーカーに必要な条件としては次の諸条

件が挙げられている。

�現在、犬、猫などのペットを飼っていないこと。

�常に誰かが家にいて子犬の世話をすることができ
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ること。

�毎日、１時間くらいは一緒に屋外を歩いて、いろ

いろな環境に慣らすことができること。

�毎日手入れができること。

�家庭に小学生か中学生の子どもがおり、手のかか

る幼い子どもはいないこと。

�飼育に関する費用を負担することが可能なこと。

但し、医療費の限度は５万円。（中部盲導犬協会

での適応）

�飼育日誌を書いたり、定期的に報告書を提出した

り、当協会の講習会に参加できること。（中部盲

導犬協会での適応）

�愛知県、三重県、岐阜県近郊に住んでいる人であ

ること。（中部盲導犬協会での適応）

�マンション、共同住宅に住んでいないこと。

�室内での飼育が可能なこと。

�犬（できれば大型犬）の飼育経験があること。（中

部盲導犬協会での適応）

　３－３　盲導犬の訓練

　パピーウォーカーのもとでの１０ヶ月にわたる飼育

が終了すると、その子犬は盲導犬訓練センターに引

き揚げられ、次の選択を受ける。

１）盲導犬としての適性による選択

　約１ヶ月にわたり、次の各項目について入念にチ

ェックがなされ、適性犬としての選択がなされる。

�体格において標準的な体高は５５ｃｍ、体重は２５～

３０ｋｇ位が適当であり、人間の身長や体格に合う

こと。

�身体は健康であり、体型は均整がとれ長時間歩い

ても疲れないスタミナがあり、歩くスピードが安

定していること。

�性格が明るく健全であること。

�他の動物や人に対して攻撃性がなくやさしいこと。

�人や動物、環境に対して強い警戒心がないこと。

�人の声によく反応して喜びを表し、親しみのある

こと。

�花火や雷など突然の音に怯えないこと。

�何事も積極的に行い、元気ではあるが、はしゃぎ

すぎないこと。

�集中力があり、喜んで訓練を受ける学習能力があ

ること（キョロキョロと辺りを見つめ、落ち着き

がなく動き回る犬は適さない）。

�身体に触れても落ち着いていること。

�他の犬に対して強い興味を示さないこと。

�ユーザーと歩行することが嬉しく、ユーザーにほ

められることを喜びとする犬であること。

�ユーザーの命令に従わず勝手な行動をとるタイプ

の犬ではないこと。

�車や船に酔わないこと。

�臭いとりに激しくないこと（臭いに関心の薄いこ

とは盲導犬には良い）。

�無駄吠えをしないこと。

　なお、参考までに盲導犬にとって不適性とされる

特性を挙げてみると次のとおりである。

�興奮性が強く、落ち着きがない

�神経質で、吠え、うなる

�犬、猫など他の動物に対して敏感すぎる

�車の排ガスを嫌う

�音に対して敏感すぎる

�臆病すぎる　　など

２）各段階の盲導犬訓練

　適性犬として選択された犬に対する訓練は次の各

段階を追って実施される。

　● 基本訓練…約１ヶ月間

　ユーザーの命令に従うこと、日常生活で行儀良く

すること等、盲導犬としての基礎訓練をする。

［服従訓練］

「座れ」「伏せ」「待て」「来い」などのユーザー

の命令に従うことを教える。

［歩行訓練］

　引き綱による歩行で、集中力を養い街の中をまっ

すぐに歩くこと、交差点や角での停止・発進・横断

や階段昇降、地下鉄や雑踏の中での歩行、レストラ

ンや喫茶店での待ち方などを教える。また、ごみ箱、

駐車場の自動車、自転車、歩行中の障害物の回避、

歩道のない道路の横断、方向転換（直進、右左折、

交代）、田舎道の歩行、公共交通機関の利用と行動、

なども教える。

　● 誘導訓練…約４ヶ月間

　ハーネス（胴輪）を着用して（Fig.1）障害物を回避
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Fig. 1　ハーネスを付けた盲導犬



すること、段差のある道路で立ち止まってユーザー

に教えること、交差点で止まること、階段の昇降等

でユーザーを誘導することなど、の訓練を行う。

［応用訓練］

　基本訓練を応用し、ユーザーを正確で安全に誘導

できるように、さらに犬の判断力を高め適応力を養

う。

［不服従訓練］

　ユーザーが命令したことでも、それが危険な場合

は命令に従わずユーザーの安全を守る行動がとれる

ような判断力を養う。

［目隠し訓練］

　目隠しをした訓練士を誘導させることによって、

盲導犬としての能力をテストする。この訓練で誘導

ミスがある場合には修正・再訓練をし適性をチェッ

クする。

　● 仕上げ…約１ヶ月間

　前記の基本訓練および誘導訓練の仕上がりをテス

トし、チェックする。そしてなお問題点があれば再

訓練を行う。

　現在我が国の平均では、１０頭のうち３～４頭が盲

導犬に合格し、あとの６～７頭は残念ながら盲導犬

になれない状況にある（各盲導犬訓練センターによ

って差異は存在する）。

　盲導犬は、視覚障害者の生命を託すものなので、

厳正なテスト、審査を繰り返して合否を決定する。

　なお、残念ながら盲導犬になれなかった犬につい

ては、若干は各盲導犬協会で見学者と共に過ごすこ

とをしたり、啓蒙普及活動に従事したりする犬もあ

るものの、大多数はパピーウォーカーのもとへ帰っ

たり、ボランティアのもとへ家族の一員として引き

取られ、最後まで可愛がられているのが現状である。

これらの犬はすべて優秀であり、十分な訓練・しつ

けが施されているので、その後の飼育を引き受けた

人々からは好評を得ている。

　また、盲導犬の訓練で使用される言語は３０語くら

いであるが、もっと多くの命令語は理解可能のよう

である。特に、服従訓練では「Ｓｉｔ＝すわれ」

「Ｄｏｗｎ＝伏せ」「Ｗａｉｔ＝待て」などのように指示語

として英語を用いているが、訓練施設によっては日
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Table 1　盲導犬を希望した理由７）



本語を、また、日英語双方を使用するところもある。

　４．視覚障害者の歩行指導

　訓練が終了し、盲導犬としての最終テストに合格

すると、ユーザーとなる視覚障害者が決定され、そ

のユーザーとの共同訓練に入る。

　初めて盲導犬を持つユーザーは盲導犬と約４週間、

２頭目以降の場合は２～３週間、寝食を共にし、信

頼関係と愛情を深めながら、盲導犬と歩行するとき

のコントロール方法、健康管理などを学ぶわけであ

る。　

　ユーザーの歩行指導は基本訓練とユニット訓練、

学習指導に分かれる。

　● 基本訓練

　ハンドルワークと呼ばれる盲導犬のコントロール

のために必要な命令や歩行方法、街の構造、自動車

に対する交通感覚を学習する。また、ユーザーと盲

導犬が親しくなり、お互いの信頼感を高めるための

学習もする。

　● ユニット訓練

　ユニット訓練では、盲導犬と共に次のような歩行

訓練を行う。

・安全なコースによる歩行訓練

・難しいコースによる歩行訓練

　これに加えて、買い物、バスや地下鉄の利用など

の応用歩行訓練を行う。

　● 学習指導

　学習指導は、次のような各項に関して行われる。

・より安全な歩行指導について

・盲導犬の性格、指導、健康管理について

・残存感覚活用について

　それに加えて、アフターケアとして盲導犬貸与後

も最良の状態で長期間使用するための指導、相談に

ついてきめ細かくアドバイスが行われる。

　５．盲導犬ガイドによる視覚障害者の歩行の実際

　５－１　盲導犬を希望した理由

　視覚障害者は環境認知の障害のゆえに歩行・移動

が困難であり、社会的には対人接触の範囲も狭く、

物事に対する興味・関心度も低くなりがちである。

しかし、当事者はそれで十分であるとは考えていな

いことが次の調査結果から垣間見ることができる

（Table 1参照）。

　盲導犬の希望者が盲導犬を希望した理由をみると、

「自由に歩ける」（２５．０％）、「外出が安全・安心だか

ら」（２１．６％）、「行動範囲が広がる」（１５．９％）、「一

人で外出できる」（１３．６％）、「自立できる」（１１．４％）

などがあり、現ユーザー、元ユーザーどちらとも同

様の項目が挙げられている。また年齢が若いほど、

盲導犬を使用することによって生活や活動の範囲を

広げ、自立していきたいと考えており、年齢が高く

なると、外出の安全・安心を求めていることがうか

がえる。さらに、白杖などによる単独歩行を行って

いる人は、盲導犬を使用することによって外出の安

全・安心を高めて、行動範囲を広げたいと考えてい

る。手引き歩行を行っている人では、盲導犬を使用

して一人で外出し、自由に歩けるようになりたいと

考えている人が多くなっている。

　５－２　視覚障害者の外出時の危険性

　視覚障害者が社会進出をはかろうとするとまず、

心配されるのは歩行中の交通安全である。Fig.2は

これに関する調査結果の一例である。

　５－３　盲導犬の使用状況

１）現用の盲導犬の数とユーザーの状況

　国内の盲導犬実働数は現在約９００頭である。盲導

犬の使用条件である全盲の視覚障害者は約１４万人で、

使用者の割合はわずか０．５％にすぎない。

　日本盲導犬協会によれば、年齢や住宅環境、他の

障害との重複などで盲導犬が使えなかったり、家族

や本人が犬を好まなかったりするなどの理由で、盲

導犬を希望するのは全体の１割程度（約１万４千人）

と推定される。しかし、その数からみても推定使用

希望者の５．６％と不足している現状が浮かびあがる。

２）盲導犬の利用資格

　盲導犬の使用を希望したからといって誰でもが希

望をかなえられるものではない。盲導犬の利用資格

Ｍａｙ，２００３ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２８，Ｎｏ．１ （　）２９
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Fig. 2　鉄道駅ホームからの転落事故経験



というものがある。それは、視覚障害者のパーソナ

リティー、心身の健康状態、家族、住居などの内部

環境、地域環境を考慮して決定される。なお、次の

諸条件も合わせて有することが必要となる。

�年齢１８歳以上の男女で、視覚障害の程度１級の者

であり、盲導犬との歩行に支障ない健康体である

こと。

�積極的に盲導犬を活用し、社会に参加する意欲の

あること。

�盲導犬訓練センターで１～２ヶ月間盲導犬との共

同訓練を受けることができること。

�盲導犬に愛情を持ち、責任を持って健康管理が行

えること。

３）盲導犬希望者の属性

　盲導犬を希望し、申し込みを行った視覚障害者

（以下、「盲導犬希望者」と略称）の性別は、男性

４７．７％、女性５１．１％で、ほぼ同じ割合になっている。

　また、年齢についてみてみると、６０代が最も多く

２５．０％、次いで５０代が２３．９％、４０代が１９．３％、３０代

が１５．９％となっており、希望者の平均年齢は５０．１歳

である。

４）盲導犬が貸与されるまでの待機期間

　現在使用中の盲導犬が貸与されるまでに待機した

期間をみると、各盲導犬育成施設や時期において差

異はあるものの全国平均で１年未満が６７．３％と最も

高い。以下、１～３年が２２．７％、３～５年が３．７％

となっており、平均すると１．５年で貸与されている

ことになる。

５）盲導犬の使用実態

　盲導犬の現使用者の使用状況をみると、「ほぼ毎

日使用している」が８２．９％と極めて高く、「ときど

き使用している」を合わせると９６．１％に達する。こ

れには性別や年齢による大きな差はみられない。

６）盲導犬使用の効用

　盲導犬使用により視覚障害者にさまざまな効用が

生じる。それらは次のとおりである。

ａ）行動範囲の拡充

　盲導犬の使用により、視覚障害者の屋外の移動の

際に生じやすい、自動車事故、路上放置物による怪

我などの危険を避けることができる。これにより、

日常生活、職業生活の向上を図ることができる。ま

た、歩行スピードも単独歩行時の３～４倍になる。

ｂ）独立心の向上

　家族に頼らず、盲導犬と好きなところに自由に行

動することが可能となるため、人に対する気兼ねと

依頼心が無くなり、独立心が旺盛になる。

ｃ）健康の増進

　身体を動かすことの少ない視覚障害者は、筋力・

体力の低下により、不健康になりがちである。しか

し、盲導犬と共に行動することにより健康の回復が

図られる。

ｄ）不安感の解消

　視覚障害者は一人になりがちであるが、犬との信

頼感が増し、生活が明るい楽しいものになるにつれ

て、一人であるという不安が解消される。また、盲

導犬を通じ友人ができるなど人間関係も広くなる。

　５－４　盲導犬を伴う視覚障害者の歩行・行動に

関する法的支援およびその法的根拠

１）概要

　昭和５３年（１９７８年）の道路交通法の改正を機に、盲

導犬に関する規定がなされた。

　その中で視覚障害者は、車両の一時停止や徐行の

義務により、通行上の保護を受けている。また、視

覚障害者は白杖か、政令で定めた盲導犬を連れてい

なければならないというものである。政令で定めた

盲導犬とは、国家公安委員会が指定した法人＊によ

って訓練され、白または黄色の用具（ハーネス）を付

けたものときめられている（道路交通法施行令）。

　しかし、身体障害者福祉法や社会福祉事業法など

の福祉関連法では、盲導犬およびその訓練施設を規

定するまでには至っていない。

　我が国での盲導犬とその育成普及事業は、視覚障

害者の社会参加の機会を増大させ、その生活をより

豊かなものにさせてきたといえる。それにもかかわ

らず、盲導犬が社会に十分に認識され、受け入れら

れているという状況であるとは言えない。このよう

なことに関して、各省庁からもさまざまな業界団体

に通達が出され、電車やバス、タクシーなどへの乗

車や、飲食店や宿泊施設、公共住宅などの立ち入り

につき、法律上の規定や各種の通知が出されている。

以下に、これらの盲導犬に関する各種通知を記す。

　前記の各通達の概要を各省庁（当時の省庁名にて

示す）ごとに示すと次のとおりである。

ａ）運輸省

　１９７８年の通達で、盲導犬を連れた視覚障害者の乗

合バス乗車を認めるよう指示している。また、１９８６

年には、乗車の際に盲導犬は口輪を必要としないこ

と。但し、乗客の理解が得られない場合には、口輪

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２８，Ｎｏ．１ 平成１５年５月（　）３０

神作　博３０

　＊　現時点では、第１章「盲導犬による歩行支援の歴史」に記
した国内諸施設。



装着を求める通達を出す。

ｂ）厚生省

　盲導犬はペットなどとは社会的役割が異なるため、

旅館、飲食店は盲導犬を伴った視覚障害者の施設利

用を受け入れてもらうよう、１９８１年に通達している。

さらに、１９９１年には障害者の社会参加促進を進め、

地域社会で援助を行って欲しいとの通知が出されて

いる。

ｃ）環境庁

　１９８０年の通達で、国民宿舎などの休暇施設は、盲

導犬を伴う視覚障害者の利用に充分協力することと

指導している。

ｄ）建設省

　通達ではないが、１９７３年に建設省住宅局長から各

都道府県知事宛に、視覚障害者が盲導犬の利用を希

望する場合には、公営住宅も盲導犬を受け入れるよ

うに依頼されている。

　なお、盲導犬はユーザーの身体の一部と見なされ、

自動車損害賠償責任保険法の対象となっている。

２）現在の法的支援

　前記の法的支援を経て、平成１４年５月２２日、「身

体障害者補助犬法」および「改正障害者基本法」が

国会で成立し、同年１０月１日より施行されている。

　この法案により、身体障害者が公共施設や公共交

通機関などを利用する場合、盲導犬、聴導犬、介助

犬の同伴を拒めないこととなった。民間でも不特定

多数の人が利用する施設、店舗は平成１５年１０月から

これら補助犬の同伴を拒めなくなる。

　５－５　盲導犬との社会における共存

　盲導犬を同伴する視覚障害者の社会進出が増加す

る趨勢にあるが、社会の人々の援助も必要な事態が

生じたり、あるいはまた、社会の人々と盲導犬との

共存の状況も多々予想される。

　ここでは盲導犬と出会った際の注意点を記すこと

にする。

�ハーネスを付けて視覚障害者と歩行している盲導

犬は“仕事中”なので、むやみに声を掛けたり、

撫でたり、呼んだりしないこと。

�ハーネスは、盲導犬とユーザーとの意志をつなぐ

大切なものである。これは盲導犬がユーザーを誘

導するためだけではなく、ユーザーの指示を伝え

たり、盲導犬の様子や道の状態などを知らせたり

もするなどの役割があるので、ハーネスには絶対

に触れないこと。

�ユーザーが横断歩道などで困っているような場合

には、積極的に声を掛けること。周囲の状況から

安全を判断して、横断の命令を出してはいるもの

の、交通量の多い信号交差点などでは、横断する

のに時間を要することがある。心配そうに眺めて

いるだけでは、目の見えないユーザーには分から

ない。勿論場合によっては「手助けはいらない」

と言われることもあろうが、それは本人が援助を

必要としていない場合なので、「そうですか、そ

れではお気をつけて」と言うくらいの感じで、決

して無理強いはしないこと。

　　なお、誘導を求められた際には、ハーネスを持

って犬を引っ張るようなことはせずに、ユーザー

の後から言葉で方向を教えるか、ユーザーの右側

（犬が左側なので）に立ち、自分の左肩か左腕を持

たせて案内するようにする。方向を教えるときに

は、時計の文字盤（正面なら１２時、右斜めなら２

時など）を読むように方位を示すと、方向が伝わ

りやすくなる。

�盲導犬はレストラン、ホテル、公共施設デパート

などに出入りすることができるが、時には盲導犬

に対する情報が不足していたり、よく理解されて

いなくて断られたりもする。もし、盲導犬が入店

するのを断られているような場面に出会ったら、

店員に理解してもらい、盲導犬が入店できるよう

にうながすのが良い。そうすることで盲導犬は社

会に受け入れられるようになる。Fig.3のような

ステッカーの貼付されている店等はよく理解され

ている店である。

�盲導犬はユーザーの都合で待つこともある。盲導

犬が一頭でいるとかわいいため、つい触ったりす

る者もいるようであるが、待っているときも“仕

事中”であるから、静かに見守っていることが大

切である。

　６．盲導犬に関わるエピソード
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Fig. 3　盲導犬等の受け入れを表わすステッカー（現在使用
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　盲導犬に関わるエピソードのうち、忘れることの

できないものは、「サーブ」の功績ならびにサーブ

に関わるいろいろの出来事・人の動きにあると思わ

れる。

　サーブの功績とは次のようなことである。昭和５７

年（１９８２年）１月、小雪の朝、岐阜県郡上郡美並村の

国道１５６号線の道路上で暴走車にひかれそうになっ

たマッサージ師の視覚障害者を守ろうとしてはねら

れ、後日に左前足を切断するほどの重傷を負ったが

ユーザーの方は軽い怪我で済んだ。

　我が身を呈してのこの行為は一躍全国に伝えられ、

多くの人々に感動と勇気を与えた。『がんばれ！盲

導犬サーブ』（手島悠介作、講談社刊）はベストセ

ラーとなり、テレビドラマ化され、演劇でも上演さ

れて、盲導犬への理解を広めることになった。この

ことは海外へも伝えられ、アメリカテキサス州知事

からは「テキサス名誉犬」の称号を贈られた。

　サーブの姿は銅像になり、ＪＲ名古屋駅前に建て

られ、そこを通る人々の敬愛の的となっていた。と

ころが数年前よりのＪＲ名古屋駅の大改装により周

囲の状況から目立たぬ存在へと変貌してしまった。

平成１４年、この状況を悲しみ、残念がる人々の声が

大きくあがり、マスコミや名古屋市議会でも取り上

げられ、名古屋市長の裁断により、名古屋市中心部

の栄地区へ２００３年２月１２日に移転された。

　このような視覚障害者への社会の人々の支援の心

情を示すもろもろの行動は「歩行ガイド支援」の局面

から“人生”における、また“社会”における人々

自身の「心のガイド」となっていることの証左と受

け取れよう。このサーブの心、行為を結晶化し後世

へ伝え、次の世代の人々の育成を図るため、サーブ

を育てた財団法人中部盲導犬協会では、平成３年以

来、「サーブ記念文学賞」（会長：戸川幸男氏（動物

作家））の制度を設け、児童向けの作品を全国から募

集し、優秀作品を単行本として出版し、全国の学校

はじめ各図書館等に配本する外郭事業を２年おきに

実施している。毎回全国から多数の応募作品が寄せ

られて盛況であり、既に５冊が上梓されている。

　７．盲導犬育成に対する支援活動の社会への諸影響

　前記のとおり、盲導犬育成事業は社会の広い支持

により、寄付・募金・ボランティア活動に支えられ

て今日を迎えている。

　この現状は経済的基盤の脆弱さの基因につながる

ことにはなるものの、次のようなもろもろの社会的

影響を招来する役割・場・チャンスともなっている。

①人間愛、動物愛護精神湧出、育成

②企業・団体・組織の社会奉仕事業の焦点化

③一種の社会的カタルシス（精神的浄化）効果の生起

④個々の人々の良心の発露

⑤共通・共同作業等を通じての人間関係形成

⑥個々人に対する一種のアニマルセラピー的効果の

経験

⑦個々人の社会的活動の経験　　など

　８．盲導犬国際事情

　８－１　各国における盲導犬の活躍状態

　盲導犬は、現在２０数カ国で活躍中である。アメリ

カでは約１０，０００頭の盲導犬が働いている。この国で

は盲導犬は自然に受け入れられているが、公民権法

や白杖法などの法律で、盲導犬ユーザーの権利が守

られている。すべての州で「法律」によって視覚障

害者が盲導犬を伴ってレストランやホテルを利用し、

また公共の施設や交通機関を利用する権利があるこ

とが認められている。さらに個人および法人がこの

権利を侵害した場合の罰則も設けられている。

　イギリスでは１９９６年現在、働いている盲導犬は約

４，０００頭。この国には盲導犬に関する法律はない。

それにもかかわらず、人々はごく自然に盲導犬ユー

ザーを受け入れている。まさに伝統に根ざした“大

人の社会”という印象である。盲導犬に対する社会

の理解も深く、比較的トラブルも少ないと言われて

いる。

　その他、ドイツは約１，８００頭、フランスは約６００頭、

オーストラリア約４５０頭などである。

　育成・使用などのシステムはほぼ同じであるが、

イギリスやアメリカは犬を家族の一員として受け入

れる伝統や、盲導犬に対する社会の深い理解が根付

いており、民間からの寄付の規模も大きいため普及

が進んでいるのが実態である。

　各国の盲導犬数を１０万人当たりの普及数で見ると、

最も高いのはイギリスで約６．９頭であり、ついでア

メリカ３．８頭、ドイツ２．２頭、オーストラリア２．２頭

の順で続き、フランス１．０頭、日本のそれは０．６頭と

低いことが見て取れる。

　盲導犬事業の先進国イギリスでは、毎年６００頭余

の新しい盲導犬が育成されていると報告されている。

　８－２　国際盲導犬学校連盟の発足と活動

　国際盲導犬会議が１９７３年にフランスで、１９７６年に

ロンドンで開催された。その後、１９８３年のウィーン、
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１９８６年、１９８８年と２回のイギリスでの会議を通じ準

備がなされ、１９８９年に国際盲導犬学校連盟（Ｔｈｅ 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｇｕｉｄｅ Ｄｏｇ  Ｓｃｈｏｏｌｓ ｆｏｒ 

 ｔｈｅ Ｂｌｉｎｄ）が本部イギリスで有限会社として法人化

された。

　この連盟では、「情報交換」の他、「盲人が使用

する盲導犬の繁殖及び訓練の組織化・運営について

のガイドライン」の改訂に携わり、その他、「犬の

権利基準」「犬の質、精液交換、繁殖及び訓練犬の

供給、共同繁殖、仔犬の飼育」「犬のスタッフ、パ

ピーサービス、クライアントの評価、インストラク

ターの育成」などを扱っている。この連盟には２６カ

国、７６施設が加盟しており（２００１年現在）、活発な活

動を展開中である。
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